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〇本予算は、事業協同組合や商工組合などの組合等が業界の事業承継への 

課題解決に取り組む事業に支援します。 

 

〇募集期間 

１次締切：令和５年５月１９日（金） 中央会 17時必着 

  ２次締切：令和５年６月 ９日（金） 中央会 17時必着 

  ３次締切：令和５年６月２９日（木） 中央会 17時必着 

   

  各締切日後に審査会を実施し、採択を決定します。  

※予算がなくなり次第、募集は締め切ります。 

 

〇応募・お問い合わせ先 

 島根県中小企業団体中央会 組織振興課 

ＴＥＬ：０８５２－２１－４８０９ 

 

 

 

 

 

 

島根県中小企業団体中央会 
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Ⅰ 事業目的 

地域経済の低迷などによる厳しい経営環境の中、県内事業者には確固たる経営基盤の構

築や体質の強化が求められていますが、経営者の高齢化や後継者不足等により、経営の低

迷や廃業を余儀なくされている事業者は増加しています。 

このような状況の中、地域の雇用の確保、優れた技術の継承、地域経済の維持発展を図

るため、円滑な事業承継を推進する必要がありますが、直面する経営課題の中では事業承

継に対する優先順位は低く、事業者の意識は薄いのが現状です。 

本事業は、事業者の事業承継に対する意識を高め、事業承継への課題を効果的に解決す

ることを目的とし、業界として事業承継の課題解決などに取り組む組合等を支援します。 

 

Ⅱ 事業スキーム 

【募集時】 

 

 

 

 

      委託 

 

         申請 

 

          

 

         採択 

【事業実施時※】        会議等参加 

                

           依頼          請求 

                       

           提供          支払 

             

               会議等開催案内 

 

 

※事業運営は、実施組合等が実施しますが、経費支出等の事務処理は島根県中小企業団体

中央会（以下、中央会）が行います。 

（Ⅳ 本事業の応募手続き等 ６．その他（３）参照）  

島根県 

（商工労働部） 

事業承継への課題解決などに取り組む組合等 

※（以下、実施組合等）事業協同組合、事業協同小組

合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同

業組合、任意団体 

島根県中小企業

団体中央会 

実施組合等 
島根県中小企業 

団体中央会 

専門家、会議施

設等事業に必要

な経費支払先 
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Ⅲ 事業内容、応募書類、事業の選定 

１．事業内容 

（１）対象者 

本事業の補助対象者（以下「組合等」）は、以下の要件を備えているものとします。 

①事業協同組合・同連合会      ②事業協同小組合 

③協業組合             ④商工組合 

⑤商店街振興組合・同連合会     ⑥生活衛生同業組合 

⑦任意団体 

※ただし、任意団体は、代表者が決まっており、定款または規約等があり、事務局体制が

確立している事が必要 

 

 （２）補助対象となる事業内容 

  組合等が主体となり、事業承継の課題解決などに取り組む事業 

＜例＞ 

  ・事業承継の手がかりとなる現状調査及び分析  ・後継人材育成のために実施する研修 

 ・働きやすい職場づくりを推進する労働環境整備 ・県外業界と事業承継の意見交換、視察 

  ・業界の特徴・課題を踏まえて事業承継を円滑に行うための取組 等 

 

（３）応募要件 

要 件 

令和８年３月末までに※事業承継計画を策定する者が、組合等の構成員のうち原則３者以

上見込まれること。 

   ※＜参考＞事業承継計画書について 参照 

（４）対象経費 

以下の経費の内、事業を実施するために必要な経費であって、適正かつ効率的に計

上されているものが対象となります。経費支出等の事務処理は中央会が行います。 

謝金、旅費、会議費、会場借料、通信運搬費、借料・損料、広報費、資料費、消耗品費、

印刷費、外注費 

 

（５）中央会負担上限額 

中央会負担上限額 申請要件 

１組合あたり５０万円 
５０万円以上の事業を対象とします。 

※５０万円を超える部分は自己負担額となります。 

  



3 

 

２．応募書類 

（１）事業申請書 

（２）申請組合概要（様式１） 

（３）事業計画書 （様式２） 

（４）経費配分書 （様式３） 

（５）実施組合の概要資料 

定款または規約、※１組織図、※２直近の決算書及び収支予算書 

※１：代表者、役員、構成員及び事務局体制を記載した書面 

※２：任意グループについては決算書不要 

 

３．事業の選定 

提出された書類に基づいて、島根県及び関係機関による審査会での審査結果を踏まえて、

予算の範囲内にて事業の選定を行います。 

 必要に応じて、提出された書類の内容等について、関係者に対しヒアリングを実施する

場合があります。 

Ⅳ 本事業の応募手続き等 

 １．募集期間 令和５年４月２０日～６月２９日 

１次締切：令和５年５月１９日（金）１７時必着 

 ２次締切：令和５年６月 ９日（金）１７時必着 

 ３次締切：令和５年６月２９日（木）１７時必着  

※各締切日までに中央会事務所に提出された申請書類が対象となります。 

  締切後に審査会を実施し、採択を決定します。  

※予算がなくなり次第、募集は締め切ります。 

 

 ２．応募書類に関する注意事項 

 （１）応募書類に不備のある場合は、受付できない場合がありますのでご注意下さい。 

 （２）応募書類の用紙の大きさはＡ４とします。 

 （３）上記以外にも審査に当たり、書類等の提出を求める場合があります。また、原則、

一度提出された書類の返却はできませんので、ご了承下さい。 

 （４）採択決定に係る審査は、提出された応募書類による書面審査によって行います。

応募書類は、事業内容等について、可能な限り具体的に記載して下さい。特に事業の

内容、事業計画や期待される成果等については、具体的数字や図表等を用いて、分か

りやすく説明して下さい。 

 

 ３．応募時の留意事項 

  実施事業期間は、令和６年２月末日までに終了するものに限ります。 
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 ４．通知・公表 

  選定結果（採択又は不採択）について後日中央会から応募者へ文書にて通知します。 

 

 ５．説明会 

  採択者に対し、説明会を実施予定（開催日未定）としますので、開催の場合は代表者

の方の出席をお願いします。 

 

 ６．その他 

 （１）実施組合等は、採択通知を受けた後、事業経費の配分・額又は内容を変更しよう

とする場合、若しくは事業を中止しようとする場合は、事前に承認を受けなければな

りません。 

 （２）実施組合等は、令和６年３月８日（金）までに、実績報告書を提出しなければな

りません。 

 （３）事業費の支払いは、請求書の提出を受けて、中央会が都度、支払います。従いま

して、請求書・領収書の宛先は自己負担分を除き、島根県中小企業団体中央会として

下さい。 

 （４）中央会は、事業の完了により当該実施団体に相当の利益が生ずると認められる場

合においては、その支出した事業費の全部又は一部に相当する金額を当該実施組合等

から徴収する旨の条件を付することがあります。 

 （５）実施組合等について、反社会的勢力との関係が判明した場合、採択の取り消しを

行うことがあります。 

 （６）採択された場合において、予算の都合等により、要望金額が減額する場合があり

ます。 
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 ７．対象経費支出基準 

 

経費区分 内 容 

謝金 
専門家

謝金 

研究会、勉強会等で招聘する専門家に支払われる経費。 

（中央会の講師謝金基準により支出） 

旅費 

専門家

旅費 

専門家を招聘するための交通費及び宿泊費。 

※交通費：中央会旅費規程に従い支出。 

全て公共交通機関利用。社用車・自家用車等の費用は 

対象外となります。 

※宿泊費：中央会規程を上限とした実費負担 

※日 当：なし 

実施組

合構成

員旅費 

実施組合が事業実施のために必要な公共交通機関の運賃及び宿泊

費。 

※交通費：中央会旅費規程に従い支出。 

     全て公共交通機関利用。社用車・自家用車等の費用は 

対象外となります。 

※宿泊費：中央会規程を上限とした実費負担 

※日 当：なし 

※市町村、商工会、商工会議所職員の旅費は対象外とします。 

会議費 
事業実施に必要な研究会、勉強会等の会議を開催する場合の飲食費

（お茶代）。 

会場借料 
事業実施に必要な研究会、勉強会等の会議を開催する場合の会場代

として支払われる経費。（自己所有の場合は対象外） 

通信運搬費 事業実施に必要な郵便代、郵送料として支払われる経費。 

借料・損料 

事業実施に必要な機器・器具等の賃借料及び使用料。 

※当該年度の事業に要する経費のみを対象とし、契約期間が当該年

度（令和６年２月末日）を超える場合は、当該事業期間分に相当す

る経費とします。 

広報費 事業を効果的に実施するのに必要な広告宣伝に要する経費。 

資料費 事業実施に必要な教材等の資料の購入に要する経費。 

消耗品費 
事業実施に必要な消耗品の購入に要する経費。 

※本事業以外での使用は対象外とします。 

印刷費 事業実施に必要な資料等を印刷・製本するために支払われる経費。 

外注費 

事業を効果的に実施するのに必要な調査・分析等を専門機関に依頼

する際の経費等。 
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 ※（参考）補助対象外経費 

・インターネット利用料金等の通信費 

・事業の事務処理等にかかる文具 

・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入 

（例）事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマ

ートフォン及びデジタル複合機など 

・返信用封筒の発送に係る費用を計上する場合、返送されなかったもの 

・コピー機やファックス、パソコン等の事務機器等のレンタル料・リース料 

 

８．提出先、お問い合わせ先 

〈担当課〉 

  島根県中小企業団体中央会 組織振興課 

〈所在地及び連絡先〉 

  〒６９０－０８８６ 

  島根県松江市母衣町５５番地４ 島根商工会館４階 

  ＴＥＬ：０８５２－２１－４８０９ 

  ＦＡＸ：０８５２－２６－５６８６ 

 

＜参考＞事業承継計画について 

◆事業承継計画とは… 

 「事業承継計画」とは、中長期の経営計画に、事業承継の時期、課題項目、具体的な対

策を盛り込んだものを言います。事業承継を検討するにあたって、企業が置かれている立

場や状況がさまざまであることを踏まえ、経営者が、後継者や親族等と一緒に、取引先や

従業員、金融機関等との関係等も考慮しながら策定していきます。 

 事業承継を着実に進めていくためには、事業承継に係る自社の課題を把握した後、でき

る限り速やかに「事業承継計画」の策定に着手することが重要です。 

 本事業を実施する組合は、令和８年３月末までに事業承継計画を策定する者が、組合等

の構成員のうち原則３者以上見込まれる目標を設定していただく必要があります。 

 ※事業採択を受けた組合等に対して、事業実施年度以降に、事業承継計画の策定状況に

関する調査を実施します。 

 ※事業承継計画（様式 3-1、3-2）は参考資料です。当会への提出するものではありま

せん。 
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（様式３－１）事業承継計画書（法人）

基
本
方
針

現在 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目

社内

社外

後
継
者

年齢

役職

後
継
者
教
育

持株（％）

補足

後継者教育

株式・財産
の分配

現
経
営
者

年齢

役職

関係者
の理解

持株（％）

・

株式

・

その他

事
業
計
画

売上高

経常利益

会
社

定款

項目

社名 後継者 親族内　　・　　親族外
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現在 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目

（※１）青色控除等の控除額がある場合は、控除前の所得金額を記入

（※２）廃業届の提出のほか、現経営者が承継する事業をやめ、それ以外の事業を開始する場合を含む

（例：現経営者の保有する承継した事業の用に供する不動産等を、後継者に貸すことで不動産賃貸業を開始する場合等）

（※３）該当となる場合のみ記入

持株（％）

持株（％）

事業者名
または商号

後継者

後
継
者
教
育

内
部

現
経
営
者

親族内　　・　　親族外

基
本
方
針

項目

事
業
計
画

売上高

所得金額（※1）

資
産
引
継

年齢

開業届提出時
期

年齢

関係者
の理解

補足

（様式３－２）事業承継計画書（個人事業主）

不動産・
機械設備等

財産の配分

現
経
営
者

後
継
者

外
部

法

人

化

後

に

承

継

す

る

場

合

（

※

３

）

役職

役職

廃業届提出
時期等（※

２）

後継者教育

後
継
者


